
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

申
請
受
付
が
は
じ
ま
り
ま
す

消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響

等
を
踏
ま
え
、
平
成
26
年
度
に

引
き
続
き
、
子
育
て
世
帯
に
対

し
て
、「
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、

平
成
27
年
５
月
31
日
時
点
で
住

民
票
の
あ
る
市
区
町
村
へ
の
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

支
給
対
象
者

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手

当
の
受
給
者

※ 

所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
た

め
特
例
給
付
の
受
給
者
（
手

当
額
が
対
象
児
童
１
人
に
つ

き
月
額
５
，０
０
０
円
の
受

給
者
）
は
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

※ 

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手

当
の
受
給
に
は
児
童
手
当
現

況
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
児
童
手
当
現
況
届
が

未
提
出
の
場
合
に
は
、
こ
の

給
付
金
を
受
給
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
児
童
手

当
現
況
届
を
忘
れ
ず
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

対
象
児
童

支
給
対
象
者
の
平
成
27
年
６

月
分
の
児
童
手
当
の
対
象
と
な

る
児
童
（
中
学
生
ま
で
の
児
童
）

※ 

臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
と

な
る
児
童
及
び
生
活
保
護
制

度
の
被
保
護
者
に
あ
た
る
児

童
に
つ
い
て
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

支
給
額

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き

３
，０
０
０
円

下
野
市
で
の
申
請
期
間

　

７
月
１
日
㈬

〜
平
成
28
年
１
月
４
日
㈪

※
公
務
員
の
方
も
同
じ
で
す
。

※ 

申
請
期
間
は
市
区
町
村
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

申
請
先

平
成
27
年
５
月
31
日
時
点
で

支
給
対
象
者
の
住
民
票
が
あ
る

市
区
町
村

※ 

平
成
27
年
６
月
１
日
以
降
に

下
野
市
に
転
入
し
た
場
合
で

も
、
申
請
先
は
平
成
27
年
５

月
31
日
時
点
で
住
民
票
の
あ

る
市
区
町
村
で
す
。

申
請
方
法

公
務
員
の
方
を
除
き
、
下
野

市
で
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性

の
あ
る
方
へ
は
、
申
請
書
を
７

月
１
日
以
降
に
郵
送
に
て
お
送

り
し
ま
す
。
申
請
書
が
届
き
次

第
、
申
請
期
間
内
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
提
出
書
類
な
ど
申

請
に
関
す
る
詳
細
は
、
申
請
書

に
同
封
の
案
内
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

※ 

６
月
に
す
で
に
お
送
り
し
て

い
る
児
童
手
当
現
況
届
の
通

知
に
は
、
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
の
申
請
書
は
同

封
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
（
別
に

郵
便
に
て
お
送
り
し
ま
す
）。

支
給
時
期

支
給
は
、
10
月
以
降
の
お
振

込
み
と
な
り
ま
す
。

※ 

児
童
手
当
現
況
届
及
び
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

両
方
の
提
出
確
認
及
び
審
査

を
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
支

給
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
り

ま
す
。

※ 

審
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
福
祉
課

　

☎（
52
）１
１
１
４

平
成
27
年
度

児童手当は、現況届及び添付書類
の提出がない場合、6月分以降の手当
が一時差止となります。対象の方へ
は、6月に通知をお送りしています。
また、平成27年度においては、子育
て世帯臨時特例給付金を申請されて
も、児童手当現況届を提出されてい
ない場合には、給付金が支給されま
せん。児童手当現況届も忘れずにご
提出ください。

児童手当現況届の提出は
お済みですか？

公務員の方の申請には、勤務先から配布される申請書が必要です！
■申請に必要なもの
・勤務先から発行される申請書
　※ 「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明を受けてください。
　所属庁の証明のない申請書は受付することはできません。
・振込先口座の通帳の写し
　※ 下野市から平成26年度子育て世帯臨時特例給付金を受給し、平成27

年度においても同じ口座を振込先に指定する場合には、通帳の写し
は省略することができます。

公務員の方について

公務員の方へは、勤務先か
ら申請書等を発行します。
市役所からは通知が行き
ませんので、お忘れないよ
うお手続きください。

Shimotsuke

広報しもつけ　2015.7
4


